
（資料２）
くるみの特定原材料への追加等について
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食物アレルギーの表示に関する変遷

平成13 年3月 アレルギー物質を含む食品の表示制度を創設
○食品衛生法に基づく厚生労働省令を改正

(平成13年3月15日公布、同年4月1日施行(14年3月31日まで経過措置)

・特定原材料(義務) ５品目（乳、卵、小麦、そば、落花生）
○特定原材料に準ずるもの(推奨) 19 品目を通知で規定

平成16 年12月 特定原材料に準ずるものに｢バナナ｣を追加 《義務５品目･推奨20品目》

平成20 年6月 特定原材料に準ずるものであった「えび」、「かに」を義務表示である特定
原材料に移行 《義務７品目･推奨18品目》

平成25年9月 特定原材料に準ずるものに｢カシューナッツ｣、「ゴマ」を追加 《義務７品目･
推奨20品目》

平成27年4月 食品表示法施行

令和元年9月 特定原材料に準ずるものに｢アーモンド｣を追加 《義務７品目･推奨21品目》

平成21年９月 消費者庁設置

令和５年３月 特定原材料に｢くるみ｣を追加 《義務８品目･推奨20品目》
※経過措置期間：2025年（令和７年）３月31日まで

18



【概要】
食物アレルギーに関する表示について、医療機関等の専門家の意見を踏まえ、現在「特定原材料に準ずるもの」として任意

の表示を奨励している「くるみ」について、義務表示となる「特定原材料」に移行させる。

【改正対象条項】別表第14

【施行期日】令和５年３月９日から令和７年３月３１日まで約2年間の経過措置を設ける。
（理由）①消費者及び事業者に対する周知、②事業者における原材料や製造方法の再確認、③事業者における容器包装の改版

に時間を要するため。

アーモンド、あわび、いか、い
くら、オレンジ、カシューナッ
ツ、キウイフルーツ、牛肉、く
るみ、ごま、さけ、さば、大豆、
鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、ゼラ
チン

えび
かに
くるみ
小麦
そば
卵
乳
落花生

えび
かに
【新設】
小麦
そば
卵
乳
落花生

特定原材料
（基準別表第14）

特定原材料に準ずるもの
（通知で措置）

アーモンド、あわび、いか、いく
ら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、【削除】
ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、
やまいも、りんご、ゼラチン

特定原材料
（基準別表第14）

特定原材料に準ずるもの
（通知で措置）

「くるみ」の特定原材料への追加

【くるみの公定検査法の開発状況】（令和５年３月９日で次長通知等を改正済み）

１．原則として、試料中の抗原量を定量する定量検査法（ELISA法)を実施する。定
量限界は、陽性と判定される10μg/gを充分に定量できるようにするため、従来の
特定原材料に係る検査法と同程度の精度を確保している。

２．くるみと交差抗原性をもつペカンナッツは、使用量によっては定量検査法
（ELISA法)  において陽性結果が出ることもがあるが、必要に応じて定性検査法
（PCR法）※で確認検査を行う。

※定性検査法（PCR法）
食品に特異的なDNA領域を検出する方法。
検出感度は、定量検査法（ELISA法）で定量された

10μg/gを充分に検出できるようにするため、従来の特
定原材料に係る検査法と同程度のものとする。
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食品表示基準QA（抜粋）

食品表示基準の公布とともに、同日付で事務連絡の発
出及びQAの改正を実施し、経過措置期間中においても、
速やかに表示を行うことについて、くるみを取り扱う事
業者に対して周知を行うよう通知等を行っている。
なお、ペカンナッツに関する注意喚起については、別

途パンフレットによって周知等を行っている。

「くるみ」の特定原材料への追加に伴う周知・広報
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ペカンナッツに関する注意喚起

消費者向けパンフレット（P12）事業者向けパンフレット（P15）

〈その他SNSでも周知を予定〉21



○患者を診察するアレルギー専門医に対し、交差抗原性

に関する事項（品目の組み合わせ、指導方法、指導時

の根拠、血清検査から分かる品目の組み合わせ等）に

ついて調査を実施。

○交差抗原性がある品目について、国内及び海外の根拠

資料（論文、書籍等）の集積を実施。

○適切な食物アレルギー表示制度のために、EU、米国、

豪州等を中心とした各国の表示対象品目（品目が示す

範囲、範囲選定の根拠等）について調査を実施。

○原材料価格の高騰を受けた原材料の切替えや、くるみの

義務表示化などを踏まえ、より一層事業者に食物アレ

ルギー表示を徹底してもらう必要がある。

○また、令和３年度全国実態調査の結果等により、くるみ

の義務化だけでなく、カシューナッツなど別の品目も

検討する必要が生じたため、後年度に予定していた知

見収集に係る各種調査等が緊急課題となった。

○食物アレルギー患者とその家族のため、各種調査等を

緊急に実施して様々なエビデンスを集積することで、

食物アレルギー表示に係る必要な検証を推進する。

（参考）我が国における食物アレルギー患者の正確な人数は把握できていないが、乳幼児の５

～10％、学童期の１～３％が食物アレルギー患者であると考えられている。

※出典：アレルギーポータルサイト(厚生労働省・一般社団法人日本アレルギー学会)

食物アレルギー表示制度の検証推進事業費（消費者庁食品表示企画課）

令和４年度 第2次補正予算額 １．３億円

事業概要・目的・必要性 事業イメージ・具体例

○科学的根拠等を基にした食物アレルギー表示制度の適

正な運用を行うことで、食物アレルギー患者の安全な

食品選択の機会の確保が期待される。

期待される効果

請負等国 民間企業等

資金の流れ

消費者庁

A国 B国
C国

根拠資料
（論文、書籍等）

国内

臨床データ

令和４年度補正予算における調査事業
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【ポイント】

○令和３年度全国実態調査の結果において、木の実類の
割合が増加。

○木の実類のうち、「くるみ」の特定原材料への追加を行っ
たところであるが、 「カシューナッツ」においても、従前よ
り症例数等が増加したことを受けて、追加に向けた検討
に着手することとした。

○加工食品中のカシューナッツを検出するための公定検
査法の開発について、令和５年度より国衛研及び日本
食品衛生協会に依頼し、令和７年度までの開発を目指
す。

○公定検査法の開発状況及び令和６年度全国実態調査
の結果を踏まえ、令和７年度以降に食品表示基準の改
正に向けた手続きを行う予定。

カシューナッツの特定原材料への追加に向けて

出典：令和３年度食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書
｢即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査｣より

種類 ｎ 全体に対する%

くるみ 463 7.6%

カシューナッツ 174 2.9%
マカダミアナッツ 45 0.7%
アーモンド 34 0.6%
ピスタチオ 22 0.4%
ペカンナッツ 19 0.3%
ヘーゼルナッツ 17 0.3%
ココナッツ 8 0.1%
カカオ 1 0.0%
クリ 1 0.0%
松の実 1 0.0%
ミックス・分類不明 34 0.6%

合計 819

義務

推奨

推奨

現在
の表示

－

－

「カシューナッツ」は、木の実類の中で
症例数に占める割合が特に増加して
いる。

0.6%

1.1%

1.7%

2.9%

H24 H27 H30 R3
0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

症
例
数
に
占
め
る
割
合
（
％
）

カシュー アーモンド マカダミア ピスタチオ ペカン

令和３年度の全国実態調査の結果における
木の実類のうち「くるみ」を除く上位５品目の推移
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年度 上段：原因食物（症例数の順位）、中段：件数、下段：調査年における割合

平成24
年度

解析対象2,954
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

イクラ
（５）

エビ
（６）

ソバ
（７）

キウイ
（８）

くるみ
（９）

大豆
（10）

バナナ
（11）

ヤマイモ

（11）
カニ
（13）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（14）
モモ
（14）

ゴマ
（16）

サバ
（17）

サケ
（18）

イカ
（18）

鶏肉
（20）

1153 645 347 151 104 80 65 41 40 28 24 24 19 18 13 12 11 10 10 7

39.0 21.8 11.7 5.1 3.5 2.7 2.2 1.4 1.4 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2

平成27
年度

解析対象4,644
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

イクラ
（５）

エビ
（６）

キウイ
（７）

くるみ
（８）

ソバ
（９）

大豆
（10）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（11）
バナナ
（12）

カニ
（13）

ヤマイモ

（14）
モモ
（15）

リンゴ
（16）

サバ
（17）

ゴマ
（17）

サケ
（19）

アーモンド

（20）

1626 1034 581 260 180 134 95 74 71 55 50 37 35 33 27 25 19 19 15 14

35.0 22.3 12.5 5.6 3.9 2.9 2.0 1.6 1.5 1.2 1.1 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3

平成30
年度

解析対象4,851
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

イクラ
（６）

エビ
（７）

ソバ
（８）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（９）

大豆
（10）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（11）

バナナ
（12）

ゴマ
（13）

モモ
（14）

ヤマイモ

（15）
アーモンド

（16）

カニ
（17）

ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（18）

サケ
（19）

イカ
（20）

1681 1067 512 251 247 184 121 85 82 80 77 38 28 24 22 21 20 15 14 13

34.7 22.0 10.6 5.2 5.1 3.8 2.5 1.8 1.7 1.6 1.6 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

令和3
年度

解析対象6,080
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

イクラ
（６）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（７）
エビ
（８）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（９）
大豆
（10）

ソバ
（11）

ヤマイモ
//ナガイモ

（12）
ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（13）
カニ
（14）

アーモンド

（15）
木の実類※

（15）
ゴマ
（17）

バナナ
（18）

魚類
（19）

ピスタチオ

（20）

2028 1131 533 463 370 300 174 152 87 79 69 48 45 42 34 34 33 29 28 22

33.4 18.6 8.8 7.6 6.1 4.9 2.9 2.5 1.4 1.3 1.1 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4

年度 上段：原因食物（症例数の順位）、中段：件数、下段：調査年における割合

平成24
年度

解析対象2,954
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

エビ
（５）

イクラ
（６）

ソバ
（７）

バナナ
（８）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（８）
くるみ
（10）

カニ
（11）

大豆
（11）

キウイ
（11）

リンゴ
（11）

コメ
（11）

サバ
（11）

イカ
（11）

15品目
（18）

77 66 64 20 14 12 11 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 1

25.1 21.5 20.8 6.5 4.6 3.9 3.6 1.6 1.6 1.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3

平成27
年度

解析対象4,644
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

落花生
（４）

エビ
（５）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（６）
イクラ
（７）

キウイ
（８）

くるみ
（８）

ソバ
（10）

カニ
（11）

大豆
（12）

アーモンド

（12）
サバ
（14）

バナナ
（14）

モモ
（14）

ヤマイモ

（14）
豚肉
（18）

27品目
（19）

136 124 94 27 15 10 9 7 7 6 5 4 4 3 3 3 3 2 １

27.8 25.4 19.2 5.5 3.1 2.0 1.8 1.4 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.2

平成30
年度

解析対象4,851
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

エビ
（６）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（７）
そば
（８）

イクラ
（９）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（10）
大豆
（11）

カカオ
（12）

バナナ
（13）

オオムギ

（13）
ココナッツ

（13）
ブリ
（13）

ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（13）
マグロ
（13）

アーモンドを含む27品目

（19）

125 118 87 42 38 18 15 14 12 8 5 3 2 2 2 2 2 2 １

23.9 22.5 16.6 8.0 7.3 3.4 2.9 2.7 2.3 1.5 1.0 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2

令和3
年度

解析対象6,080
件

鶏卵
（１）

牛乳
（２）

小麦
（３）

くるみ
（４）

落花生
（５）

ｶｼｭｰﾅｯﾂ

（６）
イクラ
（７）

エビ
（８）

ソバ
（９）

大豆
（９）

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

（11）
アーモンド

（11）
ピスタチオ

（13）
木の実類※

（13）
ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ

（15）
ヤマイモ/ナガイモ

（16）
ゴマ
（16）

ペカンナッツ

（18）
ホタテ
（18）

156 144 98 58 46 30 20 13 8 8 7 7 6 6 5 4 4 3 3

23.6 21.8 14.8 8.8 7.0 4.5 3.0 2.0 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5

○即時型症例数の推移

○ショック症例数の推移

※木の実類の分類は不明

全国実態調査におけるカシューナッツの動向
食物アレルギーによる即時型症例・ショック症例数の推移 ※消費者庁において、過去の全国実態調査より作成

24



カシューナッツの特定原材料への追加に係る発言等

河野大臣記者会見（令和５年３月14日）
○（問） 「カシューナッツ」は2017年の調査で7位。2020年の調査では6位で、発症件数に加えてショック症状の症例数
も「えび」「そば」「かに」の今義務表示があるものよりも多くなっています。これについてはアナフィラキシーの発生頻
度が「くるみ」よりも多いということもあり、早急な義務化の必要があるのではないかと考えているのですが、今すぐに
でも公定法の開発に着手していただけないでしょうか。

○河野大臣 「カシューナッツ」について対応が必要だというのは全くそのとおりだと思います。公定検査法の確立をす
ることが義務表示には必要になってまいりますので、2023年度の予算にはそれを盛り込んでおります。予算成立後、
直ちに着手できるように色々な準備は進めておりますが、3月末には来年度予算が成立する見込みですので、新年
度から直ちに着手したいと思います。ただ、「くるみ」の場合は、公定検査法の確立に3年以上かかりましたので、そ
れをもっと短縮するためにどうしたらいいのかということは色々やっていかなければいけないと思っております。「カ
シューナッツ」の次にも色々やらなければいけないものがありますが、この公定検査法に取り組むことができる専門
人材というのが我が国は非常に限られておりますので、ぜひこの分野に若い有能な方が参入してきてくれるような
広報もぜひお願いしたいと思います。

消費者委員会食品表示部会（令和４年６月６日）
○今村委員 まず、義務表示の件ですけれども、カシューナッツ も順調に順位を上げてきて上位を占めているので 、
私はカシューナッツも もう対象圏内に入っているかなと思います。なので、ぜひ前向きに検討してもらいたいのと、そ
れと検知法ですね。カシューナッツを 今から考えておかないと、もう間に合わないと思います。

消費者委員会食品表示部会（令和４年12月７日）
○渡邊委員 今後、こういうふうに追加する基準とかですね、どういう状況になったら追加していくかとかいうような基準

みたいなものがあるのかどうか、もしそういうことが検討されているのであれば教えて頂きたいなというふうに思いま
す。原材料が、非常に加工度がすごく高くなった形で入るようなものについて、判断基準を分けるべきじゃないかなと
思っております。

○菅委員 6月にも議論がありましたように、くるみ以外の木の実類についても、今後、義務表示に移行させる必要性
が高まることが予測されるのではないかと。我が国ではひとくくりにしないで、個別に義務化するかを考えていくやり
方を今後も採ることにするのだとしましても、カシューナッツは早晩義務化を要するという議論が必要になるのではな
いかとか、あるいはマカダミアナッツなどは推奨表示に含めなくていいのだろうかと。
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